
 

 

           概要書閲覧申請 

 

            概要書閲覧 

                 報告書提出       報告書提出 

  特定建築物     防火設備            昇降機等 

                                 報告書提出 

 

 

           検査結果報告    

                              検査結果報告 

          調査依頼 

                                    検査依頼 

 

調査結果報告 

 

① 調査資格者：一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者（建築物調査員） 

② 検査資格者：一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者（建築設備等検査員） 

定期調査報告手続きとその流れについては、下図のように運営されますのでご協力ください。 

松江市長（特定行政庁） 利用者・ 

一般消費者等 

 

②検査資格者 

（昇降機等検査） 

昇降機等 

検査協議会 

② 調査資格者 

（建築物調査） 

著しく支障があるものに

改善の通知又は勧告、命令 

① 検査資格者 

（防火設備検査） 
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特定建築物の 

所有者又は管理者 


